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〇マイナポータルによる電子申請である「ぴったりサービス」にて「保育施設等の利用に係る現況届」の 

手続が可能です。次の二次元コードから申請いただけます。 

【受付期間：令和８年１月５日（月）から令和８年２月 27 日（金）まで】 

≪申請方法≫ 

①二次元コードを読み込みサイトへアクセス 

②以下の入力例を参考に、申請内容を入力  

③世帯情報や保育要件に応じて、必要添付書類が異なります。 

 

 

 

※添付書類についての詳細は、「令和８年度保育所等継続入所に関する手続きについて（通知）」をご参

照ください（市から在籍保育所等を経由して配布）。 

 

ぴったりサービス入力例 
 

Ｓｔｅｐ１ 申請者情報入力 
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当申請についての問い合わせ

先になります。 

「いずれか」となっておりますが、

電話番号を必ずご入力ください。 

入力不要です。 
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Ｓｔｅｐ２ 申請情報入力 

 

 

きょうだいで入所されている場

合、上の子・下の子どちらから

入力されても、かまいません。 

きょうだいで入所されている場

合、「いる」を選択し、２人目以

降の入所児童を入力してくだ

さい。 
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入所児童全員の入力が終わり

ましたら、「いない」を選択して

ください。 
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２～５を選択した場合、状況の

変更に伴う手続きが必要で

す。右記をご確認ください。 

 

状況によってその他にも提出い

ただく書類があります。 

添付書類についての詳細は、

「令和８年度保育所等継続入

所に関する手続きについて（通

知）」をご参照ください。 

２．結婚・離婚 

→世帯変更届等 

３．転職・退職 

→退職にかかわる保育所等入

所継続届等 

４．出産 

→（育休を取得する場合） 

外勤：育児休業等育児に伴う

保育所等入所継続届等 

自営：育児に伴う休業に係る

保育所等入所継続届 

５．その他 

→ご不明の場合はご相談くだ

さい。 

■にかかわらず、全員入力し

てください。 
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認定保護者として入力した保

護者以外の保護者について、

入力してください。 

単身赴任等で別居の場合にも

入力が必要です。 

１．就労は、育児休業や育児に

伴う休業中の方も含みます。 

９．育児休業にはチェックせず、

１．就労にチェックしてください

（誤って９．育児休業にチェック

いただいても、（入力を進めた

先で）就労証明書の添付をい

ただけていれば訂正不要で

す）。 

 

保育を必要とする理由に応じ

た添付書類を（入力を進めた

先で）添付いただきます。 

添付いただく書類については、

「令和８年度保育所等継続入

所に関する手続きについて（通

知）」をご確認ください。 
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全員入力してください。 

 

１．就労は、育児休業や育児に

伴う休業中の方も含みます。 

９．育児休業にはチェックせず、

１．就労にチェックしてください

（誤って９．育児休業にチェック

いただいても、（入力を進めた

先で）就労証明書の添付をい

ただけていれば訂正不要で

す）。 

 

保育を必要とする理由に応じ

た添付書類を（入力を進めた

先で）添付いただきます。 

添付いただく書類については、

「令和８年度保育所等継続入

所に関する手続きについて（通

知）」をご確認ください。 

２～５を選択した場合、状況の

変更に伴う手続きが必要で

す。右記をご確認ください。 

 

状況によってその他にも提出い

ただく書類があります。 

添付書類についての詳細は、

「令和８年度保育所等継続入

所に関する手続きについて（通

知）」をご参照ください。 

２．結婚・離婚 

→世帯変更届等 

３．転職・退職 

→退職にかかわる保育所等入

所継続届等 

４．出産 

→（育休を取得する場合） 

外勤：育児休業等育児に伴う

保育所等入所継続届等 

自営：育児に伴う休業に係る

保育所等入所継続届 

５．その他 

→ご不明の場合はご相談くだ

さい。 
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現在認定されている必要量

（保育を希望する時間）を入力

してください。 

変更を希望する場合は、別途

お手続きが必要です。 
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入所児童及び保護者、配偶者

以外で、同居している方（認可

保育所に在籍していないきょう

だい、祖父母、おじ、おば、同

居人等）がいる場合は、「いる」

を選択してください。 

入所児童及び保護者、配偶者

以外で、同居している方（認可

保育所に在籍していないきょう

だい、祖父母、おじ、おば、同

居人等）について入力してくだ

さい。 
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入所児童及び保護者、配偶者

以外で、同居している方（認可

保育所に在籍していないきょう

だい、祖父母、おじ、おば、同

居人等）、が複数いる場合には

「いる」を選択し、２人目以降の

同居者について入力してくだ

さい。 

 

同居者全員の入力が終わりま

したら、「いない」を選択してく

ださい。 
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Ｓｔｅｐ３ 決済情報入力  入力不要です（入力画面に推移しません）。 
Ｓｔｅｐ４ 入力内容確認  入力した内容が表示されるので確認し「次へすすむ」へ 
Ｓｔｅｐ５ 添付書類登録 

 

 

 

 

  

保育の必要性が「就労」の方

で、外勤（産前産後休業又は

育児休業中を含む）の場合に

は、勤務先が記載した就労証

明書（表）の添付が必要です。 

証明日が令和８年１月以降の

ものが有効です。 

必要書類について、該当書類添付欄に、画像を添付してください。 

添付欄に添付しきれない画像は、最下部にある「その他」の添付欄に添付

いただくか、使用しない書類の添付欄に添付してください。 
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保育の必要性が「就労」の方

で、自営業（保護者本人や親

族経営の会社で勤務、育児に

伴う休業中を含む）の場合に

は、就労証明書（両面）の添付

が必要です。 

就労証明書（裏）も必ず記入し

てください。なお、実績３か月

の収入額は、就労証明書（表）

の「No.７就労実績」で記入いた

だいた３か月と同月分を記入

してください。 

証明日が令和７年１月以降の

ものが有効です。 

保育の必要性が「就労」の方

で、自営業（保護者本人や親

族経営の会社で勤務、育児に

伴う休業中を含む）の場合に

は、自営の証明書類の添付が

必要です。 

保育の必要性が「疾病」の方

は、診断書の添付が必要で

す。 

作成日が令和８年１月以降の

ものが有効です。 

 

保育の必要性が「障害」の方

は、各種障害者手帳の写しの

添付が必要です。 

手帳の有効期間内のものが有

効です。有効期間が切れた場

合には、更新後の手帳の写し

をご提出ください。 
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保育の必要性が「介護・看護」

の方は、介護状況届出書の添

付が必要です。 

作成日が令和８年１月以降の

ものが有効です。 

保育の必要性が「介護・看護」

の方は、介護状況届出書のほ

か、介護・看護の必要があるこ

との証明書類添付が必要で

す。 

各種認定証の写し等の場合

は、認定証の有効期間内のも

のが有効です。 

診断書の場合は、作成日が令

和８年１月以降のものが有効

です。 

保育の必要性が「就学」の方

は、在学証明書の添付が必要

です。 

証明日が令和８年１月以降の

ものが有効です。 



16 

   
 

Ｓｔｅｐ６ 電子署名・送信・印刷 

 
手続の送信を行います。入力内容等がよろしければ、「送信する」ボタンを押して送信してください。 

 

なお、当電子申請の仕様上、送信後に内容の修正が行えません。入力内容をよくご確認のうえ、送信

してください。送信後に修正等の必要がある場合には、お手数ですが、当電子申請ではじめから入力

し再送信いただくか、追加の書類を郵送もしくは保育幼稚園課窓口で提出いただくなど、改めてお手

続きをお願いいたします。 

 

申請手続は以上です。ありがとうございました。 


